
 

1） ホームページで空き状況を確認 
施設利用申請書に必要事項を記入し提出（窓口・メール・FAX） 

２）予約開始日と申請について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 後日、施設利用料の請求書と施設利用許可書を郵送します。 
施設利用料は期日内に納付してください。 

パレット市民劇場 催物当日までの流れ 

初日申請（予約開始日） 初日申請締切後の申請 

利用希望日が重複した場合 利用希望日の重複なし 

先着順で予約確定 

抽 選 

当選者が予約確定 予約確定 

施設利用許可（利用許可書の発行）をもって利用確定 



 
 

４） 催物開催日の約 2 か月前に事務局より詳細についての問い合わせがあります。 

 
 

 
５） 催物開催日の約 2 週間前までに劇場にて“打ち合わせ”を行います。 

打ち合わせは完全予約制です。 

 

６）ご利用当日 

 
 

 

 

 

７） 利用終了後、期日までに附属設備利用料の納付をお願い致します。 

ご利用当日 

2025.09.20 改 

舞台設備など当日のご利用につ

いてご不明な点があれば、事前

にご連絡ください。 


